
  

 

 

MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI アイスリンク貸切利用規約 

 

第1条  【利用目的】 

MAO RINK TACHIKAWA TACHIHIアイスリンク貸切利用規約（以下「本利用規約」という。）

は、次に掲げる利用目的において、MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI (以下「当施設」とい

う。）のアイスリンクを貸切利用する場合について適用される。なお、当施設の全館貸切による

イベント利用については別途定める利用規約が適用されるものとする。 

1 通常利用： アイススケート競技の為の練習、試合その他アイススケートを活用した個人ま

たは団体の趣味やレクリエーション 

2 商業利用： 雑誌やメディアの撮影やイベント、アイスショーのリハーサル、冬タイヤ試乗会

等 
 

第2条  【利用時間】 

1． 貸切利用が可能な時間は、一般営業時間及び当施設主催のイベントや事業を除く時間

帯とする。 最低利用時間は１時間とし、追加は３０分単位とする。 

2． 一般営業時間にかかる貸切利用のご希望は別途協議、検討する。 

 

第3条  【入退場時間】 

1． 場内への入場は貸切開始３０分前からとし、貸切終了後は３０分以内に場内から退出する

ものとする。 

2． 貸切時間中は氷上、リンクサイドを含む場内及び指定する範囲の駐車場とも当該貸切利

用団体が優先とする。 

3． 各日の最終利用者においては終了後４５分以内に敷地内からも退出するものとする。 

 

第4条  【貸切区分】 

貸切区分は次に掲げる通りとする。 

1 定期団体：１年を通して週１．５時間以上の利用で固定の曜日・時間を利用する団体 

2 一般：定期団体以外の団体、企業及び個人 

 

第５条  【予約及び申込み手順】 

1． 定期団体は毎年４月～９月、１０月～３月の６カ月毎に貸切日程を決定する。  

当施設から各定期団体に詳細を通知し、各定期団体は所定の申込書を指定された期限

までに提出するものとする。 なお、当施設の事業状況により半年毎に定期利用日程を変

更する可能性があるものとする。 

2． 一般の予約及び定期団体の追加予約は貸切を希望する月の前月１日より利用日の前々

日の 18時まで申込を受け付けるものとする。 （例：４/１～４/３０の期間の予約は３/１からの

受付） 
 

第６条  【貸切料金】 
      別添① MAO RINK TACHIKAWA TACHIHIアイスリンク貸切利用料の通りとする。 

 

第７条  【支払方法と条件】 

1． 定期団体の場合：前月初に翌月利用分の請求書を当施設より電子メール送信・郵送・手

渡しのいずれかにて予め指定された宛先に届ける。 各定期団体は請求書受領後、利用



  

 

前月の２５日(当該日が週末・祝日の場合はその前営業日)までに請求書に記載された銀

行口座へ全額振込にて支払を完了するものとする。 振込は利用者（定期団体）名義で行

うものとし、振込手数料は利用者の負担とする。 期限までに貸切利用料を支払っていな

い定期団体においては翌月の貸切の利用の制限を行うものとする。 事前の連絡のない

貸切利用料の未払い又は当施設の未使用があった場合には、その後の予約を解約する

ものとする。なお、第５条第２項に定める定期団体の追加予約の場合については、次項を

準用する。 

2． 一般の場合： 予約決定後、ご利用日の 15日前までに利用者名義にて指定銀行口座（第

７条第３項）へ振込むものとする。 振込手数料は利用者の負担とし、期日までに入金確認

出来ない予約については当施設が解約するものとする。  ご利用日から１４日以内の予

約については、当施設の指示に従って支払いを完了するものとする。 振込によるお支払

いについては事前の要請がない限り、原則として領収書は発行しないものとする。 

3． 指定銀行口座： 

銀行・支店名： 多摩信用金庫 本店 

口座番号：  (普) 5583573 

口座名義：   株式会社多摩スポーツクラブ MAO RINK 

 

第８条  【キャンセル及び変更（定期団体・一般共通）】 

1． 原則キャンセルは不可とするが、やむを得ない事由により利用決定後の予約のキャンセル

及び変更が必要な場合は、速やかに当施設に連絡し、許可を得るものとする。 

      変更の受付はご利用日の１５日前までとし、ご利用日の１４日前からのキャンセルは以下の

キャンセル料が発生するものとする。  

・ご利用日の１４日前～８日前:  利用料の 50% 

・ご利用日の７日前～当日:   利用料の 100% 

なお、変更やキャンセルが多い利用者には利用の制限を行うことがあるものとする。 

2． 天災地変、火災、戦争、暴動、内乱、伝染病の流行、法令の制定・改廃、公権力による命

令・処分、争議行為、輸送機関の事故、その他双方の責めに帰することができない事由に

よる不可抗力によって当施設の利用が困難な場合は、キャンセル料は発生しないものとす

る。ただし、不可抗力によって当施設を利用できなかったことによって利用者に生じた損害

については、当施設は賠償責任を負わないものとする。  

 

第９条  【転貸】 

    貸切の転貸は一切認めないものとする。やむを得ない事由がある場合は該当日の前々日の１

８：００までに当施設に申し出るものとする。 無断で転貸した者に対してはペナルティとして該

当貸切利用料の２倍の金額を請求するものとする。 

 

第１０条 【利用上の注意】 

1． スケート靴、防具、その他手荷物、貴重品等は各利用者にて管理徹底し、当施設はその

帰責事由によるものでない限り、責任を負わないものとする。 

2． 救急箱を含む備品は必要に応じ、各利用者がその準備をするものとする。 

3． 場内設備、備品等の破損については破損させた利用者の責任において修理実費をする

ものとする。 

4． 氷上での飲食及び場内での飲酒は一切禁止とする。 

5． 駐車場は当施設が指定する場所を、当施設の指示に従って利用するものとする。 

6． 各利用者は集合場所や荷物置き場、ミーティング場所、ウォームアップ等により当施設場



  

 

外を利用する場合は、その管理者に事前許可を取り、近隣住民、他の利用者の迷惑にな

らないよう厳重に注意管理すること。また事故防止には最善の注意を払い、利用団体の責

任者においてはこれを徹底させる義務を有するものとする。  

利用者の不注意による事故、苦情については、利用者の責任において処理するものとす

る。 

7． 氷上以外での（場内外敷地、駐車場）でのスティック及びパックの使用は一切禁止とする。 

8． 利用者は、整氷車が完全に氷上から退出し、扉が閉まってから氷上にはいり、準備をする

こととする。 パックや物の投げ入れや、整氷車が氷上内にある間にフェンスの上に物（上

着、ドリンクボトル、その他）を置くことは禁止する。 ゴールポストの準備片付けは利用者

が責任をもって、丁寧に扱うものとする。（例： ゴールポストを倒す場合は静かに行う）  

9． 貸切利用終了時の片付けは整氷時間の妨げとならぬよう、利用時間内にリンク内での作

業を完結するものとする。 利用者は施設から退出する前に忘れ物、落し物等が無い事を

確認し、ゴミは大小を問わず、全て持ち帰ること。  

10． ベンチ等の施設備品を使用する場合は当施設のスタッフに事前に許可を得ること。 

また、使用した施設備品は使用後、現状復旧をすること。 

11． ベンチにスケート靴のままで上がらないこと。 

12． 氷上、リンクサイドに唾、ドリンク類を吐かないこと。 

13． 敷地内は全面禁煙とする。 

14． 本利用規約に著しく反する利用者に対しては、当施設が被った損害の賠償を請求し、

また、今後の利用をお断りする場合があるものとする。 

 

第１１条  【利用の不許可】 

利用者が、次のいずれかに該当するときには、当施設は、その利用予約を受け付けず、ま

た、利用停止を命じる場合がある。 

1 利用の目的または内容が公の秩序または善良な風俗に反すると認められる場合 

2 利用の内容または方法が施設及び設備若しくは用具を毀損する恐れがあると認めら

れる場合 

3 施設の管理上必要があると認められる場合 

4 危険物、悪臭のするもの、その他、他の利用者が迷惑するような物品を持ち込む恐れ

がある場合 

5 他の利用者が迷惑するような服装または行為をする恐れがある場合 

6 飲食物その他の物品を販売、又は陳列をしようとする場合 

7 暴力行為等を起こす可能性のある団体及び集団 

8 麻薬等の薬物を服用していると思われる者や喫煙、飲酒をする未成年者 

9 他人に迷惑を及ぼす恐れのある者 

10 その他、法律に違反している者 

11 酒気を帯び、錯乱状態の者 

12 当施設の管理運営上支障があると認められるとき 

13 当施設の利用目的が当施設の運営目的とかけはなれた使用を希望する者 

14 利用上の規則を守らない者 
 

第１２条  【規約変更】 

本利用規約は、以下のいずれかの場合には、変更される可能性がある。その場合は、本

利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容および効力発生日を当施設内に表

示し、または当施設が定める方法により利用者に通知することによって周知する。また、第



  

 

2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとする。

変更後の本利用規約は、効力発生日から効力を生じるものとする。 

1 本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき 

2 本利用規約の変更が、契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更

後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理性があるとき 
 

以上 

 

  



  

 

別添① 

 

 

MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI アイスリンク貸切利用料 

 

・ 貸切利用料は下記の通りとする。  

区分 単位 通常利用 商業利用※１ 

メインリンク １時間 ４５，０００円  ６７，５００円 

サブリンク １時間 ２３，０００円 ３４，５００円 

 

 ※１： いずれかのリンクを使用しての撮影やイベント、タイヤ試乗会等の商業目的利用 

 

・ 貸切利用時に付帯設備を利用する場合は、貸切予約時に併せて予約するものとする。 貸切利

用時の付帯設備利用料は下記の通りとする。   

 

区分 単位 通常利用 商業利用 

ロッカールーム※２ １部屋１時間 - １０，０００円 

多目的室 １時間 - １０，０００円 

観覧席 １時間 １０，０００円 １０，０００円 

ワイヤレスマイク １本 ５００円 ５００円 

貸靴 １足 6００円 6００円 

    

    

  

 ※２：当該日に利用するロッカールームは、施設が指定するものとする。 

  
 


